
 
プロポーザル公告 

 
次のとおり、公募型簡易プロポーザル方式に付します。 
令和 8 年 3 月 18 日 

一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 理 事 長 寺野 愼吾 
 
１ 件 名   令和 8〜12 年度 熊本県スポーツ振興事業団管理施設警備業務 
 
２ 内 容   熊本県スポーツ振興事業団の管理する施設の機械警備、巡回警備業務 
 
３ 業務実施場所   熊本県民総合運動公園、熊本県立総合体育館、藤崎台県営野球場、熊本県総合射撃場、

熊本県営八代運動公園 
 
４ 予 定 価 格   非公開 
 
５ 参 加 資 格   本業務の企画提案に参加できるものは、次に掲げる事項をすべて満たすものとします。 

（1）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者
であること。 

（2）令和 3 年以降に類似施設において機械警備および巡回警備実績を通算 1 年以上有す
ること。 

 
６ 日 程 等  （1）仕様書の配布期間 
             期間：令和 8 年 3 月 19 日（午前 9 時）〜令和 8 年 3 月 25 日（午後 5 時） 
              仕様書はホームページでは公表しません。参加を検討される場合は、担当課にご

連絡ください。メールにて仕様書をお送りします。 
※土日祝日および平日午後 5 時〜午前 9 時の間は、（2）記載のメールにてご連

絡ください。 
 （2）質問書受付期限 

             期限：期限：令和 8 年 3 月 23 日（月）（正午） 
              「質問連絡票」に内容を記載し、メールまたは FAX にてご提出ください。回答は

令和 8 年 3 月 23 日（月）にメールにて回答いたします。 
              メールアドレス：kkwing@kspa.or.jp   FAX：096-389-7280 
          （3）提案書等提出期間 
             期間：令和 8 年 3 月 20 日（午前 9 時）〜令和 8 年 3 月 26 日（午後 5 時） 
             送り先：〒861-8012 熊本市東区平山町 2776 番地 
                             一般財団法人熊本県スポーツ振興事業団 総務課 宛 
              提案書等提出書類を、一般書留郵便、簡易書留郵便のいずれかの方法により  

配達日指定郵便でお送りください。持参される場合は提出期間にお持ちくださ
い。 

          （4）選定結果通知 
             日程：令和 8 年 3 月 27 日（金）通知予定 

mailto:kkwing@kspa.or.jp


7 提 出 書 類   （1）見積書（任意様式） 1 部 
               機械警備等の必要経費を含めた契約期間総額(税込)のほか、内訳書を添付して

ください。 
           （2）企画提案書（任意様式） 5 部 
               用紙は A4 判とし、以下の 2 点を記載してください。 

①業務遂行の考え方、アピール点 
②警備体制案（機械警備・巡回警備） 

           （3）警備実績一覧表 1 部（任意様式） 
 
8 選 定 方 法   事業者の選定は、熊本県スポーツ振興事業団内において選定委員会を設置し、提出書類

内容により審査を行い、最高得点者を契約候補者とします。なお、見積価格が予定価格
を超過している場合は不採用とします。予定価格以内の提案が無い場合は、随意契約に
移行する場合もあります。 

           また、提案書等の内容に疑義がある場合は、必要に応じてヒアリングや確認資料の提出
を求める場合があります。 

          
８ 選 定 基 準   （1）見積価格・・・・・・・・・・・・・・150 点 
           （2）業務遂行の考え方、アピール点・・・・150 点 
           （3）警備体制案・・・・・・・・・・・・・150 点 
           （4）業務実績・・・・・・・・・・・・・・ 50 点 

500 点満点 
 
９ 結 果 の 公 表   審査結果は、すべての参加事業者に文書で通知します。 
 
10 契 約 の 締 結   前記 8 により契約候補者として選定された事業者と契約の交渉を行うものとします。 
 
11 そ の 他  （1）本プロポーザル参加に要した費用は、すべて参加者の負担とします。 
          （2）提出後の規格提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とします。 
          （3）提案は、1 事業者につき 1 つとします。 
          （4）提出された書類は返却しません。 
          （5）提出書類の著作権は参加者に帰属しますが、審査及び必要な範囲において無償で複

製することが出来るものとします。 
（6）契約期間中に熊本県による施設の建替え等が決定され、施設が利用停止となった場

合は当該施設における作業が不要となるため、協議のうえ契約を変更する場合があり
ます。 

 

(一財)熊本県スポーツ振興事業団 
総務課 正木・福田 

〒８６１−８０１２ 
熊本市東区平山町２７７６番地 
Tel(096)389-5481 Fax(096)389-7280 


